
 泉佐野市における町会・自治会への加入促進に関する協定書 

 

泉佐野市町会連合会（以下「甲」という。）、公益社団法人全日本不動産協会大阪

府本部大阪南支部（以下「乙」という。）及び泉佐野市（以下「丙」という。）は、

相互の連携及び協力を図り、次に掲げる目的を推進するために、協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、「市民と協働しすべてのひとが輝くまち泉佐野」の実現のため、

地域コミュニティの根幹である町会・自治会への加入促進に関して、甲、乙及び

丙が相互に連携及び協力関係を構築し、地域社会の発展に資することを目的とす

る。 

（協定事項） 

第２条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達するために相互に協力するものとし、そ

れぞれの役割は、次のとおりとする。 

⑴  甲は、加入促進に向けた対策の提案及び町会・自治会との調整を行う。 

⑵  乙は、乙に在籍する会員を協力事業者とし、甲又は丙が作成した町会・自治 

会加入促進に必要な啓発物品を当該協力事業者の店舗等に配置し、新規入居者や 

住宅購入者等に対し、当該物品を配布するとともに、アパート等の管理又は仲介 

の新規契約時における町会・自治会への加入の働きかけを行う。 

⑶ 丙は、甲乙間の連絡調整及び必要な支援を行う。 

（期間） 

第３条 この協定書の有効期間は、協定締結日から翌年３月３１日までとする。た

だし、期間満了日の１か月前までに甲乙丙のいずれからも解除の申し出がないと

きは、期日満了日の翌日から１年間ごとに更新されるものとする。 

２ 期間の途中で本協定を解除する場合は、解除日の１か月前までに申し出を行う。 

（その他） 

第４条 この協定書に定めのない事項及び内容を変更する事項については、甲乙丙

が協議し、定めるものとする。 

 本協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、甲乙丙が署名押印の上、各

自１通を保有する。 

 



 

平成２６年５月２日 

 

 

 

甲  泉佐野市市場１丁目２９５番地の３ 

             （泉佐野市役所内） 

             泉佐野市町会連合会 

 

             会 長              印 

 

 

乙  大阪府堺市西区鳳北町 6丁 320 

             公益社団法人 

全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部 

 

             支部長              印 

 

 

丙  泉佐野市市場１丁目２９５番地の３ 

 

             泉佐野市 

 

             市 長              印 

 

 

 

 

 

 


